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資金不足比率

加
東
市
の
財
政
は
「
健
全
段
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で
す

財
政
健
全
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判
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を
公
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ま
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月
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「
滞
納
処
分
強
化
月
間
」
で
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〜
市
民
の
み
な
さ
ま
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税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に
〜

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率
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２０．０％

４０．０％

３５．０％

一般会計などの実質赤字から財政運営の
深刻度を見る比率です。

すべての会計の実質赤字（または資金不足）
から財政運営の深刻度を見る比率です。

市の借金の返済額等の大きさから、資金
繰りの危険度を見る比率です。

市が抱える負債の残高から将来財政への
圧迫度を見る比率です。

公営企業ごとの資金不足割合から経営状況
の深刻度を見る比率です。

（　　　）内は昨年度決算の数値

差し押さえの実例(自動車のタイヤロック)

　
地
方
公
共
団
体
は
、
毎
年
度
、

上
の
４
つ
の
財
政
健
全
化
判
断
比

率
を
公
表
す
る
こ
と
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　
各
自
治
体
は
、
こ
の
基
準
に
よ

り
「
健
全
」「
早
期
健
全
化
」「
財

政
再
生
」
の
３
つ
の
段
階
に
区
分

さ
れ
ま
す
。

　
平
成

２２
年
度
の
決
算
に
お
い
て
、

加
東
市
の
一
般
会
計
な
ど
は
、
赤

字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、「
実

質
赤
字
比
率
」「
連
結
実
質
赤
字

比
率
」
の
項
目
に
は
該
当
せ
ず
、

す
べ
て
の
指
標
に
お
い
て
「
健
全

段
階
」
に
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
実
質
公
債
費
比
率
が

１８

％
を
下
回
っ
た
た
め
、「
起
債
許

可
団
体
」
か
ら
「
起
債
協
議
団
体
」

へ
と
改
善
さ
れ
ま
し
た
。

　
市
で
は
、
今
後
も
さ
ら
な
る
財

政
健
全
化
に
向
け
て
、
積
極
的
に

取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　
総
務
部
財
政
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（
社
庁
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市
で
は
、

１０
月
を
滞
納
処
分
強
化
月

間
と
位
置
づ
け
、
滞
納
と
な
っ
て
い
る

市
税
の
回
収
を
行
う
た
め
、
差
し
押
さ

え
等
の
厳
し
い
滞
納
処
分
を
実
施
し
ま

す
。
市
税
を
滞
納
さ
れ
て
い
る
方
は
、

直
ち
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
滞
納
処
分
の
強
化
に
伴
い
、

平
成

２３
年
度
の
市
税
の
滞
納
で
あ
っ
て

も
、
督
促
・
催
告
後
、
財
産
調
査
の
う

え
、
差
し
押
さ
え
を
執
行
し
ま
す
。

　
な
お
、
諸
事
情
に
よ
り
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
分
割
納
付
等
の
方
法
も
あ

り
ま
す
の
で
、
必
ず
税
務
課
に
連
絡
を

し
て
く
だ
さ
い
。

差
し
押
さ
え

　
市
税
を
滞
納
し
て
い
る
方
の
預
貯
金
、

不
動
産
、
給
与
等
を
差
し
押
さ
え
て
、

滞
納
し
て
い
る
市
税
に
充
当
し
ま
す
。

　
場
合
に
よ
っ
て
は
、
家
や
事
務
所
の

捜
索
を
行
い
、
自
動
車
や
電
化
製
品
と

い
っ
た
動
産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

延
　
滞
　
金

　
市
税
を
滞
納
す
る
と
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
ま
す
。
延
滞
金
は
、
納
期
限
ま
で

に
納
付
さ
れ
た
方
と
の
公
平
性
を
保
つ

た
め
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
率
で
計
算

し
、
市
税
と
同
様
に
徴
収
し
ま
す
。

平成22年度差し押さえ件数

公営企業の資金不足比率

指　　　　　　　標

指　　　　　　　標 加東市 経営健全化基準

加東市 早期健全化基準 財政再生基準
財政健全化判断比率

区　　　分 件　数

不　　動　　産

預貯金等の債権

動　　　　　産

合　　　　　計

２１件

１７１件

１０件

２０２件

納税相談・過払い金の相談
総務部税務課（社庁舎）
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